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学校給食費の口座振替について 

 

 師走の候、皆様にはますますご清祥のこととお喜び申しあげます。平素は、

本校の教育活動推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申しあげます。 

 さて、１２月分の給食費につきまして、次のとおり口座振替を行います。

前日までに預金残高のご確認をお願いいたします。なお、給食費口座は、入

学後に変更された方を除き、小学校で使用していた口座が引き継がれていま

すので、口座間違いにご注意ください。 

 

 

 ● １２月分口座振替日  平成３０年１２月１０日（月） 

 

 ● 口座振替額                           

 

１年   ￥２，７００円 

 

２年   ￥２，７００円 

 

３年   ￥２，４００円 

 

・ 口座振替額は年度当初に設定した金額であるため、当月の実績額とは異なる場合が

ございます。給食実施日数が年度当初と異なる場合は、２月（２・３月分）の徴収

額を増減し、調整いたします。 

・ アレルギー等で減額されている場合は金額が異なります。学校給食費額決定通知書

で金額を確認してください。 

・ 就学援助制度の認定を受けた方は通知額の半額を口座振替いたします。 

・ 教育扶助費を受給されている方は給食費の請求はございません。 


